
ラジオ番組 エフエム山陰「だんだんインフォメーションまつえ」毎週火曜日16：55から放送
　　　　　 山陰放送（BSS）「松江市からのお知らせ」毎週月曜日10：05ごろから放送

〈ホームページ〉

講座・教室
名　　称 問い合わせ

申し込み
時
所 内 容 な ど 参加料

申し込み

捨てようと思っている服や着物、廃材
などを別の形で再利用しませんか。材
料は準備してありますので、初めての
方も気軽に体験していただけます！
布　　13日（木）　バッグ　　　（800円）
木工　 19日（水）腰掛　　　　（800円）
布　　24日（月）　布ぞうり　　（600円）
ガラス　 29日（土）アクセサリーなど

（300円／ 10：00～12：00）

リサイクル体験教室
（1月開催）

10：00 ～15：00

川向リサイクルプラザ
（竹矢町）

要

12月1日（水）
9：00から
電話で受付

川向リサイクルプラザ
くりんぴーす
☎38-8060

休館日（火曜・祝日）

無料

要
※詳細はホーム
ページをご
確認ください

天体望遠鏡を使って星を観察します。
・天王星
・M1（おうし座の惑星状星雲＝かに星雲）
※参加申し込みが多い場合は抽選します。
※悪天候の場合は室内で星空解説を行
います。
次回予定　1月12日（水）

生涯学習課
☎55-5288

下記二次元コードまたは
電話でお申し込みください。12月8日（水）

20：00 ～21：00
（受付19：30 ～19：50）

市役所天文台
（受付　市役所本館正面玄関）

12月の天文教室

12月の市民相談（無料）
会場　消費・生活相談室（別館1階）　☎55-5148

各種相談は市民ならだれでも受けることができます。
法律相談は1人年1回です。
法律相談、登記相談は予約制です。電話で予約できます。
各種相談はおおむね1回30分程度とします。

相　談　名 相 談 日 ・ 時 間
くらしの相談･消費生活相談
法 律 相 談（予 約 制）
行 政 相 談
登 記 相 談（予 約 制）
人 権 相 談

労 働・社 会 保 険 相 談

毎週月～金曜日 9：00～16：00
7日、14日、21日、28日（火） 13：15～16：15
8日、22日（水） 13：00～16：00
2日、16日（木) 13：00～16：00
1日、15日（水) 13：30～16：00

17日（金) 13：30～16：00
行 政 書 士 相 談 23日（木) 13：00～16：00

暴 力団に関する相談 10日（金) 13：30～16：00

内  就労や住居、離婚、貸付などの相談に母子父子自
立支援員が応じます。離婚前相談にも応じます。メー
ルでの相談も受け付けています。個人の秘密は守りま
す。お気軽にご相談ください。
所  子育て支援課
問  子育て支援課　☎55-5316
　  bf-soudan@city.matsue.lg.jp

内  障がい者がたたかれるなどの暴力を受けている、
怒鳴られる、ごはんを食べさせてもらえない、自分の
お金をとられたり、渡してもらえないなどを見聞きし
たときはご相談ください。
　相談者の秘密は守られます。また虐待を受けた人の
自立と再発防止のための支援だけでなく、家族などへ
の支援も行っています。
問  障がい者虐待防止センター（家庭相談課）
　  ☎55-5236（平日8:30 ～ 17:15）
☎55-5555（上記時間以外で生命の危険など緊急

性が高い場合）

内  秘密は厳守しますので、日常生活での悩みや困り
ごとなど気軽にご相談ください。
特設人権相談所（無料）  （いずれも13：30～ 16：00）
時  12月6日（月）本庄公民館、雑賀公民館、秋鹿公民館、
　　　　　　　　古志原公民館、乃木公民館
　  1月6日（木）島根公民館
問  松江人権擁護委員協議会　☎32-4260
常設人権相談所（無料）
相談員：人権擁護委員や法務局職員
時  毎週月曜日から金曜日（祝日を除く8：30～17：15）
所・問  松江地方法務局人権擁護課（東朝日町192-3）
　　　 ☎32-4260

内  新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業経
営に深刻な影響を受けている松江市内の中小企業者な
どを対象に、事業の継続を支援することを目的とした
給付金です。
申  原則郵送で。申請期限:12月10日（金）消印有効
他  ホームページに掲載している申請要領をご確認く
ださい。
問  商工企画課（給付金窓口）　☎55-5036
HP　松江市事業継続支援給付金　で検索

内  令和4年3月1日～ 6年12月31日を登録期間と
する物品（旧役務を含む）にかかる競争入札参加資格の
追加申請受付を行います。
対  入札・見積合せなどに参加を希望される事業者
申  1月4日（火）～ 14日（金）
インターネットを利用した「島根県電子調達共同利用
システム」からの電子申請。
他  申請はシステムへの入力と書類の提出が必要です。
問  契約検査課　☎55-5404
HP　松江市　入札　物品　で検索

内  県と市町村が、中小企業で働く人を対象に、大企
業並みの福利厚生を提供することを目的として設立し
た法人です。
さまざまなサービス
各種検診補助、格安旅行ツアー、慶弔給付金、提携施
設（宿泊、スポーツ、レジャー）などで割引、コンサー
トなどのチケット割引。
￥  1人あたり月額1,000円
問  ジョイメイトしまね　☎28‐6555
HP　ジョイメイトしまね　で検索

内  主に生活にお困りの人やひとり親家庭を対象とし
た常設の職業相談窓口として、市役所内にハローワー
クプラスを開設しています。
　求人情報端末を設置し、相談員による生活・就労相
談、職業紹介や支援プランの策定などの就労支援を行っ
ています。お気軽にご相談ください。
所  子育て支援課⑫番窓口となり
問  ハローワークプラス　☎20-7557  FAX 20-7588

入札・見積合せなど参加資格の追加申請受付

障がい者虐待かなと思ったら

ジョイメイトしまね

人権相談所

松江市事業継続支援給付金の申請はお済みですか

事業者向け情報

ハローワークプラス

相　　談

　9月に引き続き
地下部分をつくる
ための掘削工事を
行いました。

ひとり親家庭総合相談コーナー消費者教育ミニコーナー  消費・生活相談室（☎55-5148）

　サブスクリプション（以下「サブスク」という）とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサー
ビスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると解約しない限り自動的に支払いが継続されます。
　サブスクの契約では、お試し期間として、無料でサービスを受けられることがあります。無料期間中に解約しなければ、有
料プランに自動で移行し、1カ月・1年など定期的に決まった料金が引き落とされます。解約しない限り契約は自動で更新され
るため、支払いが続くことになります。

・「無料体験」「無料トライアル」の広告・表示をきっかけにサブスクを申し込む際には、契約条件をよく確認してから契約しましょう。
・解約する場合は、事業者の公式ホームページなどで手続き方法を確認しましょう。
・申し込む前に、契約の相手方の事業者名、サービス内容、解約方法を確認しましょう。
・利用していないサブスクの支払いがないか、クレジットカードなどの明細は毎月確認しましょう。
　（独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成）

●不安な時や、困った時は、松江市消費・生活相談室（55-5148）、消費者ホットライン（188）にご相談下さい。
　  松江市消費者教育推進計画については（55‐5644）へお問い合わせください。

「解約したはず!」「契約してない」と思い込んでいませんか?予期せぬ〝サブスク〟の請求トラブルに注意!

注意点
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市 報 松 江

まつえ新庁舎建設ニュース～新しい市役所を建設しています～ 新庁舎整備課　☎55-5454

10月の
主な工事 現庁舎

深さ6メートル付近まで
掘り下げました。

クラムシェルという掘削用
機械も使用しました。

新庁舎建設地
（第1期工事）

掘削工事を
行いました


